


別紙 

 

 点検及び評価に関する委員会の意見 

教
育
委
員
会
の
開
催
状
況 

○ 委員会の運営及び委員活動については、概ね良好に実施運営されている。 

 

教
育
施
策
の
主
要
施
策
の
状
況 

○ 学校教育、社会教育とも広範に行き届いた施策が立案されている。 

 

○ ICT教育推進に向け、教務主任会をメインにした「鞍手町 ICT教育推進委員会」を立

ち上げ、１人１台端末の活用方法、オンライン学習に向けた準備や研修の実施を通し

た指導体制の充実、課題解決に向けた積極性を感じることが出来た。 

 今後も、現場教師の声を反映させながら、主体的、対話的で深い学びにつながってい

くような活用方法を、教師間でしっかり共有できるよう、研鑽を深めていただきたい。 

 

○ 学校の統廃合については、小・中学生の数は 10年間で 100万人減っており、それに伴っ

て、小学校の数は 3,000 校減っているという現状で、鞍手町の小学校の統廃合は避けら

れないと思う。 

 

○ 中央公民館のサークル活動について、これから先のことを視野に入れれば、SNS等を

活用するなど、時間や場所にとらわれることなく多くの方に参加してもらえる仕組み

を考えることもできると思う。20の多種多様なサークルが活発に展開されており、今

後も工夫を重ねて継続していただきたい。 

取
組
・
事
業
の
状
況 

○ 新教育課程に関して、令和の日本型教育、ICTの促進等も踏まえ、今後の学習指導の

あり方を踏まえた授業改善について、町独自の研修会他、教育事務所との連携により

着手し、進められている。 

 

○ 特別支援学級支援員の適切な配置に向けた取組、教職員の超過勤務改善に向けた取

組等、課題解決に向けて努力されている。 

 

○ 学校施設の老朽化は、校舎以外の老朽化にも注意する必要がある。体育館などの外壁の

落下、地震などによる吊り天井や照明、バスケットゴールなどの落下事故や、ゴールポス

トや国旗掲揚塔、遊具の転倒事故等もある。 

  学校施設の老朽化は、児童・生徒に怪我を負わせたり、命の危険に直結する恐れがある

ため、今後も充分に注意を払われていただきたい。 

 

○ 教育施策に基づく事務執行については、これまでの点検評価を踏まえ、執行されい

る。配当予算も適宜執行されており、今後も効果的な経費運営に努めていただきたい。 

  



別紙様式２ 

令和３年度 教育委員会点検評価書 

 事業の区分 事業の内容及び状況並びに評価 

教
育
委
員
会
の
開
催
状
況 

【定例教育委員会】 

 

 

 

 

 

【臨時教育委員会】 

 

 

 

 

 

 

【総合教育会議】 

開催回数  １２回   議案件数 １０７件 

（議案内訳） 条例・規則等   １件 、予算案   １件 

       計画・方針等  ３２件 、人事案  １４件 

       教育委員会行事等  １４件 、教職員管理等  １３件 

       いじめ・不登校問題等   ３件 、その他  ２９件 

 

令和４年２月１８日（案件：令和４年度教育施策要綱（案）について、 

              福岡県立鞍手高等学校鞍手町立豊翔館の 

            閉校に伴う関係条例等の整理について、 

              小学校の統合に向けたあり方検討委員会 

            から鞍手町教育委員会への提言について、 

              総合教育会議について） 

 

令和３年７月１９日（案件：教育大綱について） 

令和４年２月２５日（案件：小学校の統合に向けたあり方について） 

教
育
施
策
の
主
要
施
策 

１ 確かな学力の育成 ○ 音読や百マス計算など徹底的な反復学習により基礎学力の向上

や定着に取り組んだり、朝読書を行ったりするなど、各学校が特色

を生かした教育活動を行っている。 

 

○ 学力向上委員会を設置し、全国学力学習状況調査・福岡県学力調

査の結果を踏まえて各学校での成果や課題を明らかにし、学力向上

推進を行っている。 

 

○ 小学校では、毎年指定される学校が研究発表を行うことで、児童

の基礎学力の向上及び教職員の指導力向上の推進に貢献している。

また、１名の ALTが小・中学校を巡回して英語授業を行うことで、

英語でのコミュニケーション能力育成を行っている。 

 

○ 端末の持ち帰りができるよう、フィルタリングソフトを１人１台

端末に導入した。併せて、液晶画面の保護フィルムも購入した。 

 

○ 教務担当者会を活用した「ICT 教育推進委員会」を設置し、１人

１台端末の活用方法や、オンライン学習に向けた準備、研修等を実

施した。 

 

 



教
育
施
策
の
主
要
施
策 

２ 豊かな心の育成 ○ 福岡県重点課題研究の指定を受け、全小中学校を対象として２年

次の研究に取り組み、中間報告会を実施した。 

 

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の職業人を招いて

実施する「キャリア教育夢授業」や読書ボランティアの読み聞かせ

等があまり実施できなかった。 

 

○ 各小中学校において、人権教育に対する教職員の認識・意欲の高

揚のため、年間を通じて研修を実施している。また、各小中学校で、

各教科・道徳・特別活動と関連付けながら特設の人権学習の時間を

設けている。 

 

○ 町の実態をもとに地元教材づくりを進め、鞍手町人権教育地元教

材４「すべての人の幸せのために」の冊子を発行した。令和２年度

から行っている授業検証を踏まえ、令和４年度に「すべての人の幸

せのために」の DVD製作に取り組む。 

 

○ 県が小中学校にスクールカウンセラーを配置しており、学校や町

教育委員会と連携を取りながら、いじめ・不登校問題の解決に向け

て取組を行っている。 

 

○ 町単費でスクールソーシャルワーカーを配置し、いじめや不登

校、虐待、貧困など、学校や日常生活における問題に直面する子ど

もの支援を行っている。 

３ 健やかな体の育成 ○ 各小中学校で体力向上プランを作成し、体力向上に取り組んでい

る。また「１校１取組」を作成し、重点化した実践を行った。 

 

○ 登下校時、児童生徒の安全確保のため青色防犯パトロール活動を

行っている。 

 

○ 中学校では令和２年度からスクールバスによるバス通学を実施

している。 

 

● 通学路の改善要望があった箇所について、設置条件に合致しない

ものや用地買収等を伴うものがあるため、改善ができないものがあ

る。 

 

○ 平成 29 年度に民間委託導入検討委員会を開催し、一部民間委託

が提言されたことを受け、平成 30年度から調理・配送業務の民間委

託を実施し、学校給食を安全かつ安定的に提供する体制を確立し

た。令和３年度は委託４年目で、新しい委託業者との３ヵ年契約の

１年目にあたり、衛生管理の改善に努めた。 

 



教
育
施
策
の
主
要
施
策 

３ 健やかな体の育成 

（前頁からの続き） 

● 給食センターのあり方については、小学校のあり方の方向性が定

まった上で検討することになる案件であり、その状況を注視しなが

ら、翌年度以降、時機を見て取り組む。 

４ 学校指導体制の 

  整備 

○ 定例の校長会議の際、飲酒運転、わいせつ行為、政治的行為、個

人情報の適切な取扱い、その他信用失墜行為の禁止など、綱紀の厳

正な保持について指導の徹底を図っている。また、各学校において、

管理職が日常的に綱紀の厳正な保持についての指導を行っている。 

 

○ 教職員の在校時間を客観的に把握するための勤怠管理システム

を導入した。 

 

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、例年取り組んでいる

様々な研修等が実施できなかった。 

 

○ 子どもたちにとって最適な教育環境を検討していくため「鞍手町

立小学校の統合に向けたあり方検討委員会」を設置し、今後の小学

校のあり方について検討を開始した。令和３年度は７回の会議を行

い、６小学校を１校に統合するという提言が出された。 

 

○ 各学校の緊急的な修繕等を実施することで、学習環境の整備が図

られた。 

 

○ 室木小が完全複式学級となったことによる教職員の負担軽減を

図るため、町費負担の「複式学級支援員」を２名配置した。 

 

○ 各小中学校に、学校運営協議会委員による学校運営協議会を設置

し、学校評価の客観性・透明性を図り、より良い学校運営を目指し

ている。 

 

○ 今年度より各小中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニテ

ィ・スクールとして取組を始め、各学校にて計画的に進められた。 

 

○ 学校における働き方改革事業として「学校支援ボランティア事

業」に取組を始め、２校の小学校で学校支援ボランティアとして協

力している。 

５ 特別支援教育の 

推進 

○ 特別支援学級に町費負担の「特別支援学級補佐職員」を配置して

おり、児童生徒の実態に応じた学習支援を行っている。 

 

○ 各学校において、特別支援教育コーディネーターを中心に、特別

支援学級担任と通常学級の担任が連携しながら、児童生徒の実態に

応じた「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成・実践を行

っている。 

 



教
育
施
策
の
主
要
施
策 

５ 特別支援教育の 

推進 

（前頁からの続き） 

● 例年、保幼小の他、鞍手町保健師と合同で就学前の児童の情報を

交換・共有し、一貫した指導ができるように特別支援教育連携協議

会を実施しているが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響で実

施できなかった。 

 

○ 剣北小学校に通級指導教室を設置し、自校通級、巡回による指導

により、よりきめ細かな指導を行うことができた。 

 

● 鞍手中学校に通級指導教室が設置されているが、配置が非常勤講

師であるため、一人ひとりの生徒への指導時間が充分に確保できて

いない。 

６ 社会教育の充実 ○ 中央公民館、体育施設などの公共施設は老朽化が進んでいるが、

厳しい財政事情の中、なかなか環境の改善に至っていない。修繕、

改修工事箇所の優先順位を検討し、順次、利用環境の改善に努める。

体育施設では、令和３年度、町民グランド法面防草工事を行ってい

る。また、中央公民館では、令和４年度、大規模改修の設計を予定

している。 

 

○ 土曜学習として、昨年同様、地域のボランティアの協力を得なが

ら、自学自習の「くらて寺子屋」を年間７回実施。15名の児童と４

名の学習ボランティアの参加があった。（新型コロナウイルス感染

防止のため回数が減少） 

 

○ 学校・家庭・地域との連携のために、様々な機会を捉え、広報活

動を行っている。そのため、学校・家庭・地域との連携は徐々に取

れてきている。町内６小学校で放課後子ども教室を実施、町内小学

校３９名が参加した。 

 

○ 役場庁舎建設のため、その予定地にある博物館施設を解体した。

（仮称）博物館別館建設事業として、保管・展示機能を有する施設

の基本設計及び建物の実施設計を行った。今後は、令和６年の開館

に向け施設の建設を行い、令和４年度は展示工事の実施設計を予定

している。 

 

○ 保育所・幼稚園及び保健センターへ配本を行い、多くの子どもた

ちに絵本を提供することができた。 

 

● コロナ禍により、お話しの会を中止にした。例年は、年 10回お話

しの会を実施し、読書活動の推進に取組んでいる。 

 

● コロナ禍により、各種公民館講座を中止にした。 例年は、年齢層

に分けて、公民館講座を実施し、地域の活動に取組んでいる。 

 



教
育
施
策
の
主
要
施
策 

６ 社会教育の充実 

（前頁からの続き） 

○ 青少年の健全育成に向け、地域と連携しながら、青色回転灯防犯

パトロール活動を実施した。青少年健全育成講演会は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。 

 

○ 地域の子どもの教育力向上及び健全育成のため、子ども会と保護

者が一体となった自主的な活動を行うことにより、その効果が徐々

に表れた。 

 

● 「リーダー研修会」「子どもフェスタ 2021」「体育大会」は、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。 

 

● 町体育協会では、８団体 382名が会員として活動しているが、団

体によっては会員の減少により活動の低迷が見られる。また、町民

が一同に集まり、親睦を深め、スポーツを行う町民体育祭は、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。 

 

● 町民一人ひとりがスポーツに親しみ、健康で楽しく暮らしていけ

るような施設の提供及び管理運営に努めているが、各施設の老朽化

が進み、一部修繕、改修工事が必要な箇所が多く見られるため、今

後も計画的な修繕工事が必要である。 

 

○ 施設予約については、インターネットの活用により平日の時間外

及び土・日・祝日においても予約が可能であり、住民サービスの向

上につながっている。 

 

● 例年、町内の各小学校と中学校の合計７ヶ所で人権問題地区学習

会を開催し、地域の方々も参加しているが、新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から中止した。 

 

○ 小中学生を対象とした人権子ども会を７月より実施し、学習や体

験活動を通して、人権啓発の取組を充実させることができた。今後

も継続していく。 

 

● 毎年５・６月の人権教育学級、７月の同和問題啓発強調月間、12

月の人権週間の集い講演会については、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から中止した。 

  



教
育
施
策
の
主
要
施
策 

７ 文化の振興・ 

文化財の保護 

● 中央公民館のサークル活動は、高齢化が進み会員数の減少や参加

人数が減少しているため、新たな層や地元の発掘を目指して、公民

館活動を推進する。令和３年度は緊急事態宣言やまん延防止重点措

置期間に施設の臨時休館があり、推進活動は困難を極めた。 

 

○ コロナ禍ではあるが、各保存会と密に連絡を取り合い保存に関わ

る町民の意識が高まるように努めた。また、祭りの用具等の整備に

関して各種補助を行った。 

 

○ 博物館では、企画展「筑豊の人形芝居」を開催する予定だったが、

コロナウイルス感染症対策のため中止した。ただし、その内容につ

いては館発行の「ふるさと鞍手 56号」のページを 16ページに増や

して紹介し、来館者に配布している。 

 

  



取
組
・
事
業
の
状
況 

主な実施事業 関係総予算額 評     価 

 千円  

基礎学力実態調査 

（小・中） 
８５４ 

年度比較ができるよう、例年と同じ業者委託による

学力検査を行い、児童生徒の学力の状況を把握し、

教育指導や学習状況の改善等に役立てている。 

英語教育の充実 

（ALTの雇用） 
５，８４１ 

ALT１名を各小中学校に派遣し、小中学生が英語に

触れ合う機会を増やし、英語教育を推進している。 

イングリッシュサポ

ーターの配置 
７１２ 

福岡県英語教育強化推進事業により、中学校にイン

グリッシュサポーターの配置を行った。 

学習アシスタント派

遣（小６校・中１校の

各校６０回） 

６０６ 
学習アシスタントを各学校へ派遣し基礎学力の向

上及び個々に応じた学習指導の充実を図った。 

緊急時のオンライン

学習に向けての準備

と研修 

３，８７２ 
フィルタリングソフトの導入及び液晶画面保護フ

ィルムの購入を行った。 

図書購入（小・中） ２，９８７ 
交付税措置相当額の予算を確保し、学校図書室の図

書の購入を行った。 

スクールソーシャル 

ワーカーの配置 
３，１２０ 

いじめや不登校、虐待、貧困など学校や日常生活に

おける問題に直面する子どもを支援するスクール      

ソーシャルワーカーの配置を行った。 

児童生徒の安全確保 ２９，７２１ 中学生のスクールバス通学を実施している。 

給食調理配送業務 ２９，９６４ 
学校給食の調理・配送業務の外部委託を行ってい

る。 

空調設備設置工事 ６８３ 
鞍手中学校において、通級指導に使用する教室に空

調設備を設置した。 

学校教育施設営繕 

（小・中・高） 
８，３７５ 

小学校６校、中学校、豊翔館の施設の修繕を行うこ

とにより、施設環境の整備に努めた。 

学校教育施設除草業

務委託 
１８，４２０ 

小学校６校、中学校、豊翔館の除草業務等の業務委

託を行った。 

複式学級支援員の配

置 
１，９６３ 

室木小に複式学級支援員を２名配置し、教職員の負

担軽減を図った。 

特別支援学級支援員

の配置 
２４，２１６ 

小学校６校に 16 名、中学校に５名の特別学級支援

員を配置し、児童生徒及び学級担任の支援を行っ

た。 

 



取
組
・
事
業
の
状
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社会教育施設修繕・ 

改修工事 
７，３３５ 町民グラウンドの法面防草工事を行った。 

施設管理委託 ６６，９５７ 

体育施設・公民館施設・文化財・博物館などの、維

持管理について適切な業務委託契約を締結し施設

管理を行っている。また、（仮称）博物館別館建設事

業として、施設の基本設計及び建物の実施設計を行

った。 

青少年育成町民会議

補助 
９４０ 

地域と学校が連携して行う活動である。今後も継続

活動を行う必要がある。 

子ども会育成補助 １３６ 

子ども会連絡協議会が主体となって、地域の子ども

会活動の指導を行っているが、子どもが年々減少し

ている中、地域の実情に応じた支援を行う必要があ

る。 

子どもフェスタ ０ 
子どもフェスタは、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から中止した。 

スポーツ推進委員 ３４４ 

スポーツ推進委員は各体育行事の普及活動に尽力

していただいており、スポーツ振興に欠かせない存

在である。 

町体育協会補助 ４３９ 
町内で活動するスポーツ団体の支援を行っている

町体育協会に対し、補助金を交付している。 

少年スポーツ育成補

助（各大会出場補助

等） 

２００ 
町の少年スポーツ団体または個人が九州大会以上

に出場する場合、助成金を交付している。 

人権・同和問題に関す

る研修会講師謝金等 
０ 

人権問題地区学習会は、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から中止した。 

少年期における人権

学習・体験学習講師謝

金等 

７１３ 

人権子ども会において、異年齢の子ども同士による

人権学習活動、体験学習活動を通して少年期からの

人権意識を高めることができた。 

文化連盟育成補助 ２８０ 

コロナ禍で、年間行事は中止が相次ぎ活動ができな

い状況ではあるが、今後の活動をする上で、加盟団

体が連携し、協力する必要がある。 

自治公民館育成補助 ５４２ 
各自治公民館の活動に対し、補助金の交付による支

援を行っている。 

文化財保護団体助成 １２８ 

地域の歴史遺産や伝統芸能を継承する上で、文化財

保護団体は重要な役割を持っているため、各団体に

補助金を交付し、文化財保護活動を支援することで

文化財保護につなげている。 

 


